
 

 

 

別紙１（セット）   

 

  

 

タイプ 債権区分 催告の間隔 送付文書等 

Ａ 債権発生から１年未満 ３ヶ月毎 

（但し、初回は、 

履行期限から 

２ヶ月経過時） 

別紙１－１ (セット) 

①催告書、➁振込依頼書、➂-A 桃色紙

（返納依頼文書）、④分割返納申出書 

Ｂ 債権発生から１年以上 

２年未満 

 

３ヶ月毎 別紙１－２ (セット) 

①催告書、➁振込依頼書、➂-B 緑色紙

（返納依頼文書(至急)）、④分割返納申

出書、➄債務承認書 

Ｃ 債権発生から２年以上

経過 

６ヶ月毎 別紙１－３ (セット) 

①催告書、➁振込依頼書、➂-C 黄色紙

（返納喚起文書）、④分割返納申出書、

➄債務承認書 

  ※タイプで異なる文書は③「色紙（文書）」であり、タイプＡについては、⑤「債務承認書」を送付しない。 



別紙１ ①催告書 

７独農年業給第 号 

令 和  年  月  日 

〒000-0000 

〇〇県〇〇市〇〇〇０－０－０ 

 

  〇〇 〇〇〇      様 

0-0000-0000 

[※請求番号 例「4-0705-0001」=令和７年５月請求の１番を表す。] 

 

 

 

農業者年金の○○[※失権、支給停止等] に伴い過払いとなった給付金の返納について（催告） 

 

 先に、「農業者年金の給付金の返納について（通知）」により、過払いの給付金の返納について

連絡を差し上げたところですが、まだ返納されておりません。つきましては、至急「返納額」

欄の金額をご返納ください。 

 なお、この催告書が到達する前に既に返納又は分割返納の申出をされ、行き違いになった場

合はご容赦願います。 

 （令和○年○月○日 現在） 

受給権者氏名 年金の種類 年金証書の記号番号 

○○ ○○ 老齢 年金 000000-00000 

失権年月日 支給停止年月 裁定取消年月日 

4-00.00.00   

返 納 額 返 納 額 の 内 訳 

 

￥00,000- 

経営移譲 

 

特例老齢 

 

老齢      

￥00,000- 

特例付加 

 

新老齢 

 

（注）元号符号の「２」は昭和を、「３」は平成を、「４」は令和を表します。 

返納金は、同封の振込用紙を使用していただき、最寄りの農業協同組合又は銀行等の金融機関

窓口から振り込んでください。（ゆうちょ銀行での払込及びコンビニエンスストアでの収納代行には使

用できません。） 

振込みに係る手数料については、ご負担願います。 

また、返納についての照会や分割返納を希望されるときは、直接、独立行政法人農業者年金基金

の下記担当までお問い合わせください。 

なお、分割返納には、分割返納申出書裏面の条件が付されますので、十分ご確認の上、同申出

書を提出してください。 

【お問い合わせ先】 

独立行政法人農業者年金基金 

〒160-8504 東京都新宿区四谷３－２－１ 

業務部給付課 債権管理班 

Tel 03-5919-0336 （平日 9:30～17:00） 

0-00-000 ← ※農協コード                                      ※市町村コード → 00-000 

                                                      

独立行政法人 

農業者年金基金理事長 

 

 

印 





別紙１ ③－Ａ  

※ 色紙(桃色)使用 

 

（債権発生から１年未満の債権） 

  

お客様へ 

 

同封しました「催告書」は当基金から払い過ぎとなっている年金の                               

返納をお願いするためのものです。 

 お客様が返納されたお金は、これから受給者の皆様にお支払いする                               

年金の財源になりますので、なにとぞ、ご理解・ご協力をお願いいたし

ます。 

 

独立行政法人農業者年金基金理事長 

 

 

過払い給付金の返納について、ご質問や分割返納に関するご相談については、

下記お問い合わせ先までご連絡願います。 

【お問い合わせ先】 

〒160-8504 東京都新宿区四谷３－２－１フロントプレイス四谷４階 

独立行政法人農業者年金基金 

業務部 給付課 債権管理班  大沢、廣嶋 

電話 ０３－５９１９－０３３６ 

 



別紙１ ③－Ｂ 

※ 色紙(緑色)使用 

 

（債権発生から１年以上２年未満の債権） 

  

返納者の方へ 

 

  この件につきましては、再三、過払い給付金の返納をお願いしてまい

りましたが、本日まで返納がございません。至急、返納をお願いいたし

ます。 

 

  また、早急に返納することが困難な場合は、必ず同封の「農業者年金

給付に係る返還金 債務承認書」を提出して下さい。 

 

独立行政法人農業者年金基金理事長 

 

 

 

過払い給付金の返納について、ご質問や分割返納に関するご相談については、

下記お問い合わせ先までご連絡願います。 

【お問い合わせ先】 

〒160-8504 東京都新宿区四谷３－２－１フロントプレイス四谷４階 

独立行政法人農業者年金基金 

業務部 給付課 債権管理班  大沢、廣嶋 

電話 ０３－５９１９－０３３６ 

 

 



別紙１ ③－Ｃ 

※ 色紙(黄色)使用 

 

（債権発生から２年経過の債権） 

  

返納者の方へ 

 

 

至急返納して下さい！ 
 

  本件につきましては、これまで繰り返し返納をお願いしてまいりまし

たが、未だに返納がございませんので、早急に返納することが困難な場

合は、必ず同封の「農業者年金給付に係る返還金 債務承認書」を提出

して下さい。 

 

独立行政法人農業者年金基金理事長 

 

 

過払い給付金の返納について、ご質問や分割返納に関するご相談については、

下記お問い合わせ先までご連絡願います。 

【お問い合わせ先】 

〒160-8504 東京都新宿区四谷３－２－１フロントプレイス四谷４階 

独立行政法人農業者年金基金 

業務部 給付課 債権管理班  大沢、廣嶋 

電話 ０３－５９１９－０３３６ 

 



１※一括返納が困難な場合は、ＪＡ経由でご提出ください。 
（一括で返納される場合は、提出は必要ありません。） 

 

経営移譲年金・農業者老齢年金 分割返納申出書 
 

令和  年  月  日 
独立行政法人 
農業者年金基金 
理事長 黒田 夏樹  殿 
 
                    住  所 
                    氏  名                  
                    年金証書記号番号 
 
 既に支払いを受けた年金給付（経営移譲年金・農業者老齢年金）のうち過払いを受

けた分について、下記１のとおり独立行政法人農業者年金基金に対し返納すべき債務

があることを承認するとともに、下記２の返納計画のとおり返納することを確約しま

す。 
 

記 
１ 返納所要額 
                 経営移譲年金             円 
                 農業者老齢年金            円 
                 合計金額               円 
 
２ 返納計画  

 返 納 予 定 年 月 日 金     額 

    

    

    

    

    

 
（注）１．分割返納に際しては、裏面の条件を付することとなりますので、 

ご確認下さい。また、返納期間は、５年以内の期間となります。 
   ２．分割返納を希望される理由を下記に明記してください。  

     
 

別紙１ ④分割返納申出書 



裏面 
 
  
分割返納に際しては、以下の条件を付することとなりますので、分割納付申出書の提出に際して

は各事項を確認した上で提出してください。 
 独立行政法人農業者年金基金（以下、「基金」と言います。）は、 
 １ 当該債権の保全上必要があるときは、債務者に対し、資産の状況に関して、質問若しくは調

査をし、又はその他参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることがあります。 
 ２ 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げるこ

とができます。 
（１）当該債権の金額を分割して履行期限を延長した場合において、債務者が、分割された弁

済金額についての履行を怠ったとき。 
（２）債務者が、上記１の条件その他の当該履行延期の特約等に伏された条件に従わないとき。 
（３）基金の管理に係る債権について次に掲げる理由が生じたことを知った場合において、法

令の規定により基金が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができると

き。 
ア 債務者が強制執行を受けたこと。 
イ 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。 
ウ 債務者の財産について競売の開始があったこと。 
エ 債務者が破産の宣告を受けたこと。 
オ 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたこと。 
カ 上記エ及びオに定める場合のほか、債務者の総財産について清算が開始されたこと。 

（４）その他の債務者の資力の状況その他事情の変化等により、当該延長に係る履行期限によ

ることが不適当となったと認められるとき。 
 

－以上― 



別紙１ ⑤債務承認書 

農業者年金給付に係る返還金 債務承認書 

 

 

 

令和  年  月  日  

 

独立行政法人 

農業者年金基金 

理事長   黒田 夏樹  殿 

 （ 0-0000-0000 ） 

[※請求番号 例「4-0705-0001」=令和７年５月請求の１番を表す。]       

住    所 
 
氏    名                        
 
電話番号 

 

 

既に支払いを受けた年金給付のうち過払いを受けた分について、下記のとおり独立行政法人

農業者年金基金に対し返納すべき債務があることを確認します。 

なお、返納金の納付については、資金の目途がつき次第、速やかにお支払いすることを誓約

します。 

 

記 

 

受給権者氏名 年金の種類 年金証書の番号記号 
 

○○ ○○ 
 

 
経営移譲 老齢 

 

 
000000-00000 

 
失権年月日 支給停止年月 裁定取消年月日 

 
     4-00.00.00 
 

 
 
 

 
 
 

返 納 額 返 納 額 の 内 訳 

 
\00,000- 

 

経営移譲 

\.- 

特例老齢 

\.- 
 

老齢 

\00,000.- 
 

特例付加 

\.- 
 

新老齢 

\.- 
 

(注)元号符号の「２」は昭和を、「３」は平成を、「４」は令和を表します。 

 

★ 返納方法について、分割納付を希望される場合は下記にチェックのうえ、「経営移譲年金・農業者老齢年金    
分割返納申出書」を併せて送付してください。 

 □ 分割納付を希望  


